
○田村副議長 次に、土光議員。

〔土光議員質問席へ〕

○土 光議 員 土 光均 で す。ま ず最 初に 、これ 淀江 にあり ます が、

三輪 山の 清水の こと に ついて お聞 きし ます。 今日 の私の 質問 資料

の１ を見 てくだ さい 。 これを 参照 しな がらち ょっ と説明 をし て、

質問をします。

今 日の 質問資 料で 、 右下に 航空 写真 、地図 があ ります 。こ れち

ょう ど１ 年前の ９月 に 取り上 げま した が、西 尾原 の水源 地で 、こ

こで 定期 的に水 質の 検 査をし て、 ＰＦ ＡＳが 値と しては 、リ ット

ル当 たり ナノグ ラム の 単位で １５ 前後 、恒常 的に 出てい ます 。そ

んなことをちょうど１年前のこの議会で取り上げました。

そ れに 関連し てと い うか、 まず 、西 尾原で 出る という の、 これ

は地 下水 そのも のに 含 まれて いる とい うのは 、こ れもう はっ きり

して いま す。そ うす る と、例 えば とい うこと で、 この三 輪山 の清

水、 ここ も地下 水を く み上げ てい ます 。これ は地 下水の 地下 調査

で、 いわ ゆる第 ３帯 水 層が主 な水 源。 ただ、 第２ 帯水層 の水 も少

し混 じっ ている 、そ う いった 水が 三輪 山の清 水で 湧き出 てい ます。

ここ から ＰＦＡ Ｓ大 丈 夫なん だろ うか という 、そ ういう 問題 意識

で、 これ は私自 身が こ こから 水を 採取 して、 検査 機関に 検査 をし

てい ただ きまし た。 そ れが今 日の 私の 質問資 料の １、水 質検 査試

験結果書です。

こ れを 見ると 、ち ょ うど真 ん中 辺、 私が赤 く囲 んでい ます が、

単位 はリ ットル 当た り ミリグ ラム 、 0.０ ０ ０ ０ ０ ６ 。 こ の 数 値 に

つ い て 多 少 説 明 を下 に してい ます 。ま ず、い わゆ るＰＦ ＡＳ と言

われ てる もの、 これ は フッ素 系の 化学 物質で 、種 類は何 千種 類、



万の 種類 がある と言 わ れてい ます 。特 に汚染 とい うこと で問 題に

なっ てい るのが 、そ の 中のＰ ＦＯ Ａと ＰＦＯ Ｓ、 この２ つは 実際、

全国 各地 で問題 にな っ ていま す。 この 西尾原 の水 源地で もこ の２

つの値を測定して数値を出しています。

ま ず、 単位の こと で すが、 0.、 ゼ ロ が ５ つ 、 こ れ は リ ッ ト ル 当

た り ナノ グラム に換 算 すると ６ナ ノグ ラム、 ６と いう数 値に なり

ます 。こ の６と いう の は、検 査機 関に 確認し たと ころ、 それ ぞれ

ＰＦ ＯＡ の値が ６ナ ノ グラム 、検 査結 果はＰ ＦＯ ＡとＰ ＦＯ Ｓ合

計値 で表 します 。Ｐ Ｆ ＯＳは 検出 でき なかっ た。 ただし 、こ この

定量 下限 値未満 、検 出 できる のは ５ナ ノグラ ム以 上なの で、 検出

でき なか ったと いう の はゼロ とい うこ とが確 定し たわけ では なく

て、 ゼロ から６ の間 だ ろうと いう ふう に、間 であ ると確 認で きま

す。 そう すると 、こ の ＰＦＡ Ｓの ＰＦ ＯＡ、 ＰＦ ＯＳ合 計を する

と、 ＰＦ ＯＡは ６だ け ど、Ｐ ＦＯ Ｓは ゼロか ら４ という こと で、

この 検査 結果は ６か ら １０ナ ノグ ラム の数値 がい わゆる ＰＦ ＡＳ

の値 とし て出て いる と いうふ うに 解釈 できま す。 ここの 三輪 山の

泉、 私が いつ行 って も 誰かが くん でる 、要は 人気 スポッ トに なり

ます 。数 値自身 は、 私 自身も そん なに 大きな 数値 、すぐ 問題 にな

るよ うな 数値で はな い と思い ます が、 ＰＦＡ Ｓそ のもの は基 本的

には 自然 界には ない も のなの で、 やは りここ の場 所の地 下水 も含

まれているということが確定しました。

こ のこ とにつ いて 市 として の、 これ を市は どう いうふ うに 受け

止めるかということをお聞きします。

○田村副議長 山浦淀江支所長。

○山 浦淀 江支所 長 三 輪山の 清水 で、 こちら のほ うです ね、 資料



提供 いた だきま して 、 こちら のほ うを 私ども にも 見させ てい ただ

きま した 。議員 が独 自 に調査 され たＰ ＦＡＳ の検 査結果 の数 値に

つき まし ては、 国が 示 す暫定 的な 目標 値、こ れは ５０ナ ノグ ラム

／リ ット ルを下 回っ て るとい うこ とを 確認さ せて いただ きま した。

また 、暫 定目標 値に つ きまし ては 、水 道水に おけ る水質 管理 目標

設定 項目 でござ いま し て、三 輪山 の清 水など の自 然に湧 き出 てる

水に 対し て適用 され る もので はな いと いう理 解を してお りま す。

よっ て、 特段の 対応 は 考えて いな いと ころで ござ います 。以 上で

す。

○田村副議長 土光議員。

○土 光議 員 特 段の 対 応を考 えて ない という のは 、例え ばこ この

水く み場 、これ も定 期 的に水 質検 査を してい ます 。これ は食 品衛

生法 に基 づいて とい う ふうに 聞い てい ますが 、そ んな中 で実 際こ

うい う値 だった 。少 な くとも ＰＦ ＡＳ 、現状 はき ちっと 私は 知ら

せる べき という こと で 、こう いっ た値 が出て いる という のは 私は

周知 その ものは 必要 な のでは ない かと 思いま すが 、いか がで すか。

○田村副議長 山浦淀江支所長。

○山 浦淀 江支所 長 現 時点に おき まし ては、 湧水 に対す るＰ ＦＡ

Ｓの 水質 検査は 義務 づ けられ てお らず 、また 議員 から御 指摘 いた

だき まし た検査 結果 の 数値は 、国 が示 す暫定 目標 値であ るた め、

現状 につ いては 、先 ほ ど申し まし たと おり、 特段 の対応 を考 えて

いないところでございます。以上です。

○田村副議長 土光議員。

○土 光議 員 今 、暫 定 目標値 だか らと いう言 い方 をしま した が、

これ 例え ばＰＦ ＡＳ 自 身が正 式に 水道 水の基 準に なった とし たら、



これは対応が変わりますか。

○田村副議長 山浦淀江支所長。

○山 浦淀 江支所 長 現 状、目 標値 を大 きく下 回っ てると いう 認識

でご ざい まして 、今 後 、新し くそ うい った情 報が あれば 、必 要に

応じて対策を講じていきたいと考えております。以上です。

○田村副議長 土光議員。

○土光議員 議事進行でいいですか。

○田村副議長 議事進行。

○土光議員 はい。

○田村副議長 内容はどういうことですか。

○土 光議 員 私 が聞 い てるこ とに 答え てない ので 、ちゃ んと 答え

て、もう一回私の聞いてることを伝えたいと思います。

○田 村副 議長 再度 、 いいで すか 。じ ゃあ、 再度 答弁、 どう ぞ、

山浦淀江支所長。

○山浦淀江支所長 反問権で。

○田村副議長 反問権、はい、どうぞ。

○山 浦淀 江支所 長 す みませ ん、 質問 のとこ ろの 意図が ちょ っと

酌み取れなかったので、もう一度お願いできますでしょうか。

○田 村副 議長 すみ ま せん、 もう 一度 大きい 声で 、ちょ っと マイ

クをしっかり向けておっしゃって……。

○山 浦淀 江支所 長 質 問の意 図の とこ ろが酌 み取 れなか った ので、

もう一度質問をお願いできますでしょうか。

○田村副議長 じゃあ、土光議員。

○土 光議 員 質 問の 意 図では なく て、 内容で す。 先ほど 支所 長は、

基準 は暫 定基準 なの で 周知も 含め て、 特段の 対応 を考え てな い。



これ がも し水道 法上 で 、暫定 では なく て、正 式な 水質基 準に ＰＦ

ＡＳがなったとしたら対応は変わりますかという質問です。

○田村副議長 山浦淀江支所長。

○山 浦淀 江支所 長 す みませ ん、 湧水 と水道 水と の違い とい うこ

とが ござ います ので 、 自然水 であ る湧 水は水 道水 とは異 なり 、水

質基 準や 水質検 査の 方 法は定 めて ない という こと でござ いま すの

で、 こち らにつ きま し ても検 査に つい ては特 段の 措置、 対応 等を

考えておりません。

た だ、 今後Ｐ ＦＡ Ｓ に関す る検 査に つきま して は、引 き続 き国

の動 向に 注視し 、情 報 収集に 努め たい と考え てお ります 。以 上で

す。

○田村副議長 土光議員。

○土 光議 員 再 度、 周 知をす るか どう か、そ れが 暫定が 変わ った

後に 、周 知をす るか ど うかと いう こと と、そ れか ら、継 続し て注

視と か、 そうい うふ う に言い まし たが 、これ 少な くとも 継続 的に

ここ を、 ＰＦＡ Ｓの 測 定はす べき では ないか と思 うんで すが 、そ

の２点についてお答えください。

○田村副議長 山浦淀江支所長。

○山 浦淀 江支所 長 今 後、国 の基 準が 新年度 から 変わる とい うこ

との 情報 は得て おり ま すので 、そ の中 でどう いっ たこと が示 され

るか って いうこ とも 含 めます けれ ども 、必要 に応 じて利 用者 の方

の安 全・ 安心を 第一 に 考えて 対応 して いきた いと いうふ うに 考え

ております。

○田村副議長 土光議員。

○土 光議 員 継 続し て 検査に 関し ては 私はや るべ きだと 思い ます



が、 今の 答弁で それ は なかっ たの で、 例えば これ 、水道 局、 ＰＦ

ＡＳ の検 査機械 を持 っ ていて 、や ろう と思え ば割 と簡単 に、 費用

もそ んな にかか らず に できる 、そ うい う体制 に今 、米子 市は なっ

てい ます 。いま すよ ね 、もし なっ てな いんだ った ら反論 して くだ

さい 。そ ういう 状況 だ と、な って ると 私は思 って るので 、少 なく

とも 継続 して検 査、 定 期的に 、年 に１ 回とか 半年 に１回 、す べき

ではないですか。

○田村副議長 山浦淀江支所長。

○山 浦淀 江支所 長 水 道局の 検査 方法 がある とい うこと を今 お伝

えい ただ きまし たの で 、そう いっ た検 査方法 につ きまし ても 研究

を深 めて 、実施 に向 け ての検 討を 行い たいと 考え ます。 以上 です。

○田村副議長 土光議員。

○土 光議 員 ち ょっ と 念のた めに 確認 します が、 上下水 道局 長、

水道 局、 そうい った 検 査きち っと でき る体制 にあ ります よね 。費

用も そん なにか かる も のでは ない とい うふう に聞 いてい ます 。間

違いないですね。

○田村副議長 下関上下水道局長。

○下 関上 下水道 局長 水道水 につ いて ですけ れど も、Ｐ ＦＡ Ｓの

検査 につ いては 、今 は 暫定目 標値 とい うこと でご ざいま すけ れど

も、 既に 検査を やっ て おりま す。 その 検査内 容に ついて もホ ーム

ページ等で報告をさせていただいているところでございます。

検 査体 制につ いて は 、先ほ ど言 いま したよ うに もう既 にや って

おり ます ので、 検査 体 制は整 って おり ます。 ただ 、上下 水道 局が

やっ てお ります のが 、 水道法 に基 づい て、水 道水 に対し て検 査を

行っ てい るとこ ろで ご ざいま して 、先 ほどの 湧水 につい てで きる



かど うか ってい うこ と につき まし ては 、今の とこ ろは考 えて いな

いところでございます。

そ れと もう１ 点、 経 費につ きま して 、安い 金額 ででき るん では

ない かっ ていう こと を おっし ゃら れま したけ れど も、私 の承 知し

てる 限り で、試 薬等 で 、実費 です けれ ども、 これ が 5,０ ０ ０ 円 程

度 か か る と い う ふ う に は 承知 はし てお ります 。た だ、そ のほ かに、

実際 には 人件費 とそ の 他の経 費も かか ります ので 、そう いっ たよ

うな 5,０ ０ ０ 円 程 度 の 、 実 際 に は 安 価 で で き ると いうよ うな 状況

ではないというふうに承知をしております。

○田村副議長 土光議員。

○土 光議 員 ぜ ひこ れ 継続的 な検 査、 地下水 その ものに 含ま れて

いる とい うこと は、 私 はこの 三輪 山の 清水だ けに 限らず に、 継続

的に 検査 等をし て注 視 する必 要が ある という ふう に思っ てい ます。

それ から 、特に ここ の 三輪山 の泉 、非 常にあ る意 味で人 気ス ポッ

トに なり ます。 米子 市 もお金 を、 予算 すごく かけ て駐車 場の 整備、

あず まや 、やっ てい ま す。そ うい うふ うにし て要 は水く みの 便宜

を図 って るし、 市自 身 が便宜 を図 って いる場 所で すから 、安 全・

安心 を確 保する ため に もきち っと 継続 的な検 査、 そして 、そ の結

果は周知をすべきというふうに思います。

で は、 次に行 きま す 。次は 、情 報公 開制度 に関 してお 聞き をし

ます。

ま ずこ れ、米 子市 の 情報公 開制 度、 ホーム ペー ジにこ う書 いて

ます 。米 子市の 情報 公 開制度 は、 市と 市民の 皆さ んの共 有の 財産

であ る米 子市の 持っ て いる情 報を 公開 するこ とに より、 米子 市と

市民 の皆 さんと の信 頼 関係を 深め とい うふう に書 いてい ます 。そ



して 、市 民の皆 さん な どから の請 求に 応じて 、原 則とし て公 開、

つま り共 有の財 産で す から、 原則 とし て公開 しま す。そ の運 用は、

米子 市情 報公開 制度 の 手引に よっ て運 用して いる 、そう いう ふう

にうたっています。

私 は、 これか ら取 り 上げま すが 、こ れが適 正に 、つま り情 報公

開制 度、 市と市 民の 共 有財産 であ る情 報に関 して きちん とこ の手

引に よっ て適切 に行 わ れてい るか どう か、ち ょっ と疑う よう な事

例があったので、それを紹介して、質問をします。

ま ず、 質問資 料の ２ を見て くだ さい 。この 質問 資料、 市民 から

提供 を受 けた文 書で す 。公文 書非 公開 決定通 知書 。これ は市 民が

ある 文書 を公開 請求 し て、結 果を 市民 に通知 して る文書 、非 公開、

公開 しま せんと いう 通 知です 。ど うい った文 書を 市民が 請求 した

か、 これ は、こ の公 文 書非公 開決 定通 知書の ３番 に書い てあ りま

す。 公開 請求の あっ た 公文書 の件 名及 び内容 。内 容は、 平成 ２９

年７ 月か ら同年 ９月 末 までの 米子 市と 平成２ ８年 度指定 管理 者選

定委 員会 委員長 何々 氏 との間 のや り取 りの全 て。 このぼ かし は、

これ は私 自身が 入れ て ます。 これ で不 存在、 つま りこう いう 情報

は持 って いませ ん。 不 存在で す。 その 理由は ４番 に書い てい ます。

公開 しな い理由 、当 該 文書は 実施 機関 におい て作 成及び 取得 して

いな い、 取得は して い ないか らも とも と持っ てい ないん だと いう

結果です。

私 はこ れを見 せて も らって 、こ れは おかし いと 思った ので す。

なぜ かと いうと 、当 時 、私は 、当 時委 員長と この 件につ いて やり

取り をし て、委 員長 自 身がこ の間 に、 具体的 には ８月１ ０日 に、

委員 長が 米子市 に出 か けてい って 、担 当課と 委員 長自身 が作 った



資料 を渡 して協 議し た 、そう いう こと を私は 委員 長から 聞い てい

るの です 。なの に取 得 してい ない 。こ れはは っき り言っ てう その

理由 で非 公開と いう ふ うに私 は思 いま した。 とい うこと で、 この

市民 に私 は不服 審査 請 求をす べき だと いうふ うに 勧めて 、実 際に

行いました。

そ の結 果、こ れが そ の下に ある 不服 審査請 求の 結論で す。 審査

会の 結論 です。 ここ に こう書 いて ます 。青線 で引 いてま すが 、一

つは 原本 が廃棄 済み 。 つまり 原本 廃棄 してる いう ことは 、取 得し

てい るん ですよ 。理 由 は、取 得し てな いから 非公 開だと いう こと

だけ ど、 よく話 を聞 い てとい うの は、 審査会 でい ろいろ やっ た、

確定 した 事実は 、原 本 はある 、つ まり 取得し てい るけど 、捨 てて

いる とい うのが 結論 で す。た だ、 この 文書は ＰＤ Ｆ化を 市の 当局、

担当 課で してい まし た 。その ＰＤ Ｆの データ はあ りまし た。 だか

ら、 これ を公開 しな さ いとい うの が審 査会の 結論 です。 それ を受

けて 、市 当局は 改め て この公 文書 公開 の請求 に対 して公 開を しま

した 。そ れがそ の下 に ある文 書で す。 これ明 らか にこの 運用 、私

は不適切だと思うのですが、見解をお聞きします。

○田村副議長 藤岡総務部長。

○藤 岡総 務部長 御 紹 介いた だき まし たこの 文書 は、平 成２ ８年

度の 指定 管理者 候補 者 選定委 員会 委員 長が平 成２ ９年８ 月頃 に本

市の 総務 管財課 との 面 談の際 に持 って いらっ しゃ った、 御持 参な

さっ た資 料でご ざい ま す。面 談の 結果 、委員 長が 当該文 書を 修正

して 再提 出する とい う 意思を 示さ れた ので、 当該 文書の 収受 を行

うこ とな く、修 正後 の 文書提 出を 待つ ことと なり ました 。し かし、

その 後、 修正の 再提 出 はされ ませ んで したの で、 当該文 書は 担当



職員 の個 人用の 資料 と して手 元で 保管 するこ とに なった もの でご

ざい ます 。その 後、 約 ２年間 経過 した 令和元 年８ 月頃、 担当 職員

が当 該文 書をＰ ＤＦ デ ータに して 職場 のパソ コン の共有 フォ ルダ

ーに保存いたしまして、その後に原本の廃棄をしております。

以 上の 経過を 踏ま え まして 、該 当の 資料に つき まして は、 本市

の文 書取 扱規程 に定 め ます文 書を 収受 したと いう 決裁手 続を 経て

いな いこ と、ま た担 当 職員の 手元 で約 ２年間 保管 された 後に 共有

のフ ォル ダーに 保存 さ れたこ とか ら、 組織と して 利用、 保存 され

た状 態に ないも ので あ ると判 断を しま して、 情報 公開条 例で 定め

る公 文書 には該 当し な いもの とし て、 文書不 存在 による 非公 開決

定を行ったものでございます。以上です。

○田村副議長 土光議員。

○土 光議 員 と いう ふ うな、 私は へ理 屈だと 思い ますが 、実 際、

審査 会の 、この 審査 会 、これ 資料 には 結論部 分し か載せ てい ませ

んが 、途 中の経 緯と か 書いて 、市 はそ ういう 主張 をした とい うふ

うに ちゃ んと書 いて ま す。も う私 には へ理屈 にし か思い ませ ん。

審査 会は 、そん なへ 理 屈は駄 目で すよ 、ちゃ んと 公開し なさ いと

いう のが 結論で すよ ね 。審査 会の 結論 はそう です 。今の よう な理

由は 通り ません よ、 ち ゃんと 公開 しな さい、 それ が審査 会の 結論

です 。こ の結論 に対 し ては、 市当 局は どうい うふ うな見 解で すか。

○田村副議長 藤岡総務部長。

○藤 岡総 務部長 今 回 の裁決 につ きま しては 、請 求人の 主張 と本

市の 主張 とを情 報公 開 ・個人 情報 保護 審査会 にお いて検 討さ れた

結果であると認識をしております。以上です。

○田村副議長 土光議員。



○土 光議 員 審 査会 は こうい う結 論出 して、 これ もとも と行 政不

服審 査請 求があ って 、 審査庁 に出 して 、審査 庁は 審査会 に答 申し

て、 その 審査会 の結 論 が私の 資料 です 。この 審査 会の結 論を 審査

庁はどういうふうに受け取りましたか。

○田村副議長 藤岡総務部長。

○藤 岡総 務部長 審 査 会にお かれ まし ては、 公開 の対象 とい うふ

うに御判断されたと承知をしております。以上です。

○田村副議長 土光議員。

○土 光議 員 つ まり 審 査庁と して も、 審査会 、今 言った 先ほ どの

答弁 、い ろいろ るる 述 べたこ とは 、こ れは通 用し ない、 ちゃ んと

公開 しな さい。 その 結 論を審 査庁 もそ のよう に受 け入れ て判 断し

たわけですよね。どうですか。

○田村副議長 藤岡総務部長。

○藤 岡総 務部長 ま ず 、元委 員長 が当 該文書 を持 参し、 総務 管財

課と 面談 したこ とに つ いては 、請 求人 と市の 主張 に争い とい うの

はございません。

今 回の 公文書 の公 開 請求に 対す る対 応に当 たり まして は、 当該

文書 が公 開対象 とな る 公文書 か否 かの 判断を した もので あり まし

て、 その 結果と して 、 本市は 、当 該文 書は担 当職 員が個 人的 に保

管し てい た私文 書（ し ぶんし ょ） 、私 文書（ わた くしぶ んし ょ）

であ ると しまし て、 公 開対象 では ない とした もの でござ いま した。

そし て、 今回の 裁決 に つきま して は、 請求人 の主 張と本 市の 主張

とを 情報 公開・ 個人 情 報保護 審査 会に おいて 検討 された 結果 、公

開となったものと承知をしております。以上です。

○田村副議長 土光議員。



○土 光議 員 審 査庁 は 審査会 に諮 問し て、審 査会 は、今 日の 私の

資料 のよ うに、 そう い う結論 を出 した 。審査 庁は 、この 審査 会の

結論 をど う受け 止め た んです か。 これ は審査 庁の トップ は米 子市

長で すよ ね、市 長に 答 弁求め ます 。審 査会と して は、こ の答 申を

どういうふうに受け止めたのですか。

○田村副議長 伊澤副市長。

○伊 澤副 市長 私か ら お答え いた しま す。今 、総 務部長 のほ うか

らお 答え したと おり で ありま す。 文書 の存在 その ものに つい ての

事実 関係 につい ての 争 いはな いわ けで ありま すが 、その 文書 が公

文書 公開 請求の 対象 に なる公 文書 なの かどう かと いう判 断の 部分

につ いて 、我々 の認 識 と、そ れか ら審 査請求 され た方と の認 識が

違う とい うとこ ろに つ いて、 第三 者機 関であ る審 査会の ほう で御

審査 いた だいた と。 こ れはそ うい った 部分に つい て中立 的な 立場

から 御審 査いた だく た めに設 けた 機関 であり ます ので、 その 御判

断を 我々 として は尊 重 し受け 入れ て、 その後 の事 務を進 めた とい

うことであります。

ち なみ に、こ れは 改 めて申 し上 げる 必要は ない かもし れま せん

が、 公文 書か否 かと い うこと につ いて は、先 ほど 言いま した とお

り、 我々 として はき ち んと文 書と して 収受し 、文 書とし て保 管す

ると いう 形態が 当初 な かった とい うこ とであ りま す。た だ、 結果

的に 、職 員がそ れを 、 いわゆ る公 文書 でない もの を組織 上の 共有

フォ ルダ ーに保 管し た 、この 時点 から 、どう いう 経過で あれ 、組

織共 用文 書の形 態を な すこと にな った という のが 審査会 の判 断で

あり まし て、そ の判 断 につい て我 々は 受け入 れた という こと であ

ります。以上であります。



○田村副議長 土光議員。

○土 光議 員 つ まり 実 際受け 取っ てて 、廃棄 をし たと、 それ は一

つの 事実 だけど 、実 際 ＰＤＦ のデ ータ 、これ が公 文書じ ゃな いと

いう ふう に判断 して 、 ただし 、そ うい った判 断は 当たら ない よと

いう のが 審査会 の結 論 です。 今言 った 、受け 取っ てるけ ど収 受は

して いな い、つ まり 正 式に判 こも 押し てない 、だ から形 式上 、公

文書 はな いから 、し な くてい い。 そう いうこ とは 通りま せん よと

いう のが 審査会 の判 断 です。 そう いう ことが ちゃ んと書 かれ てい

ます。

そ の答 申を受 けて 、 審査庁 、こ れは トップ は伊 木市長 です 。審

査庁 はこ ういう 見解 を ちゃん と書 いて ます。 審査 会は市 の処 分を

取り 消し 、こう いう 判 断をし た、 それ に関し て、 審査庁 もそ の判

断を 尊重 する、 そし て 同様に 判断 をす る。つ まり 公文書 の判 断、

公文 書じ ゃない とい う 判断は 、こ れは 、そん なの は通り ませ んと

いう 審査 会の判 断も 審 査庁、 つま りト ップは 伊木 市長、 これ は同

様に 判断 すると いう 、 そうい うふ うに 結論を 出し たわけ です 。だ

から 、改 めてデ ータ の 公文書 を出 した わけで す。 明らか にこ れ、

情報 公開 手引、 適正 に 私は運 用さ れて いると は思 えない とい うこ

とを申し上げておきます。

そ れか らもう 一つ の 例があ りま す。 これが 私の 質問資 料３ 番で

す。 これ は借地 問題 に 関連す る事 柄で 、今年 の３ 月３日 、皆 さん

も記 憶に 新しい と思 い ます。 市長 はこ の議場 で、 借地問 題に 関し

て、 直接 地主に 会っ て 、それ なり の話 を聞き まし た、話 をい ただ

いた とい うとこ ろで す という ふう な、 これ文 字起 こしの 文章 です。

これ を聞 いて、 確認 す ると、 これ に相 当する 文書 を地主 から もら



って ると いうこ とが 、 それが 分か った ので、 公文 書公開 請求 しま

した。

そ れで 開示さ れた の が左っ 側、 ３月 １７日 に開 示され た文 書で

す。 黒塗 りは、 手引 に 従って 理由 が要 ります 。理 由は下 にあ りま

す。 ①市 の財産 上の 利 益、ま たは 当事 者とし ての 地位を 不当 に害

する と認 められ るか ら 、この 部分 はそ ういう こと に該当 する から。

もう 一つ は、② 個人 情 報。そ の２ つに 該当す るか ら、１ ７日 の文

書、 ここ は黒塗 りで 出 します よ。 その 後、今 日も 話題に 出ま した

が、 ７月 ３日、 全員 協 議会で 市当 局は 、地主 の考 え、条 件を 詳細

に説 明を しまし た。 だ から、 その 時点 で明ら かに できな いこ とは

多分 なく なって いる の ではな いか と私 は思っ て、 再度、 同じ 文書

を公 文書 公開請 求し ま した。 出て きた のが７ 月２ ８日の 開示 文書

です。

こ の２ つを比 べて み るとと いう のが 下の、 ちょ っと大 きめ に。

７月 １８ 日でも 黒塗 り の部分 は、 これ は多分 個人 情報に 類す ると

こで はな いかと 判断 、 私は一 応そ うい うふう に思 ってい ます 。逆

に言 うと 、１７ 日で 隠 したけ ど、 １８ 日は明 らか にした とこ ろ、

これ は黄 色の部 分で す 。これ は市 の財 政上の 利益 、また は当 事者

とし ての 地位を 不当 に 害する と認 めら れるか ら、 ３月１ ７日 の時

点では黒塗りにしたというふうになります。

お 聞き します 。例 え ばです が、 これ ３月１ ７日 の時点 でと いう

前提 でい いです 。黄 色 で書い てる 部分 で、２ 行目 、貴市 から 買取

りの 要望 を受け てお り ます。 これ 黒塗 りにな って る部分 です 。こ

れ何 で市 の財産 上の 利 益、当 事者 とし ての地 位を 不当に 害す るこ

とな んで すか。 周知 の 事実だ と私 は思 ったん です が、説 明を 求め



ます。

○田村副議長 藤岡総務部長。

○藤 岡総 務部長 情 報 公開条 例第 ７条 第７号 のイ につい て御 紹介

いた だい ており ます け ど、ち ょっ とそ の前段 も含 めて。 市が 行う

事務 、ま たは事 業に 関 する情 報で あっ て、公 にす ること によ り当

該事 務、 または 事業 の 適正な 遂行 に著 しい支 障を 及ぼす と認 めら

れる もの 、これ が７ 号 でござ いま す。 そして 、契 約、交 渉、 また

は争 訟に 係る事 務に 関 し、市 の財 産上 の利益 、ま たは当 事者 とし

ての 地位 を不当 に害 す ると認 めら れる もの、 これ を非公 開と して

おり ます 。交渉 中の 案 件につ きま して は、当 事者 として の地 位を

不当 に害 すると 認め ら れるも のに 該当 すると 判断 してお りま すこ

とか ら、 交渉に 関す る 文書は 原則 非公 開の扱 いと してお りま す。

３月 の１ ７日付 の情 報 公開の 請求 、開 示しま した ときは 、そ の時

点に おき まして は、 ３ 月定例 会で 市長 から答 弁さ せてい ただ いた

内容 につ いては 非公 開 に当た らな いと 判断し 、答 弁部分 に限 り一

部公 開を したも ので ご ざいま す。 また 、令和 ７年 ７月３ 日の 全員

協議 会に おいて 、本 庁 舎等敷 地の 取得 交渉に つき まして 、経 過報

告を した 箇所に つき ま しては 、そ の後 は開示 すべ き情報 と判 断し、

公開 をし たもの でご ざ います 。現 時点 におき まし て、本 案件 は交

渉中 でご ざいま して 、 原則は 非公 開の 扱いと する ことに つい て変

わりはございません。以上です。

○田村副議長 土光議員。

○土 光議 員 ま ずお 聞 きしま すが 、私 の質問 資料 の一番 下、 一部

を公 開し ない理 由。 こ れは３ 月１ ７日 の開示 決定 のとき に公 開し

ない 理由 はこれ しか な かった ので すが 、それ 以外 、いっ ぱい 今言



われ まし たが、 この １ ７日の 開示 文書 、黒塗 りで 出して 、公 開し

ない 理由 はこれ しか な かった んで すが 、ちょ っと 私はそ うい うふ

うに思っているのですが、間違いないですよね。

○田村副議長 藤岡総務部長。

○藤 岡総 務部長 議 員 の資料 の中 で、 第７条 第７ 号のイ につ いて

の御 紹介 いただ いて お ります けれ ど、 先ほど 申し ました よう に、

第７ 条の 第７号 の前 文 がござ いま して 、そち らに つきま して は、

市が 行う 事務、 また は 事業に 関す る情 報であ って 、公に する こと

によ り当 該事務 、ま た は事業 の適 正な 遂行に 著し い支障 を及 ぼす

と認 めら れる次 に掲 げ るもの 、次 に掲 げるも のの イの内 容に つき

まし て、 具体的 に非 公 開とす る理 由と してお 示し したも ので ござ

います。以上です。

○田村副議長 土光議員。

○土 光議 員 私 の聞 い てるの は１ ７日 の開示 決定 書で一 部公 開に

する 理由 として 、今 日 、質問 資料 で抜 粋して る。 私はこ れし かな

かったと思いますが、事実として間違いないですよね。

○田村副議長 藤岡総務部長。

○藤 岡総 務部長 申 し 訳あり ませ ん。 今、議 員お 示しの 資料 、手

元に ござ いませ んの で 、内容 につ きま しては 先ほ ど御説 明し まし

たと おり 、情報 公開 条 例第７ 条の 規定 、そし て第 ７号イ につ いて、

イを 抜粋 したも のが こ の原本 であ ると 承知を して おりま す。 そし

て、 交渉 に関す る文 書 は原則 、現 在交 渉中で すの で、非 公開 とし

てお りま して、 情報 公 開をい ただ きま したと きに は答弁 部分 、３

月定 例会 で市長 のほ う から答 弁さ せて いただ いた 内容に 限っ て、

これ は答 弁申し 上げ て おりま すの で、 非公開 には 当たら ない とし



て、 答弁 部分に 限り 一 部公開 をし たも のでご ざい ます。 以上 です。

○田村副議長 土光議員。

○土 光議 員 情 報公 開 の手引 で、 交渉 中のや つは 一切出 さな い、

そう いっ た内容 のと こ ろは私 はな いと 思いま す。 中身を 精査 して、

具体 的な 、例え ばだ け ど、市 の財 産上 の利益 、当 事者と して の地

位を 不当 に害す る、 そ ういう 部分 は非 公開、 そう いった 処理 をし

なさ いと いうの は私 は 手引の 精神 だと 思いま す。 情報と いう のは

市と市民の共有財産ですから。

改 めて 聞きま す。 こ の黄色 の部 分で 、１７ 日で は抵触 する とい

うふ うに 判断し た、 一 つ、先 ほど 言っ たけど 答え てもら って ない

です 。貴 市から 買取 り の要望 を受 けて いるか ら、 例えば かね てよ

り貴 市は 本物件 を買 い 取るこ とに つい て強い 希望 を持っ て要 望し

てる 。何 でこれ を公 開 するこ とに よっ て差し 障り がある ので すか、

周知 の事 実だと 思う の ですが 、そ の説 明をお 願い します 。何 でこ

れは黒塗りの理由になるんですか。

○田村副議長 藤岡総務部長。

○藤 岡総 務部長 先 ほ どの答 弁と 重な るとこ ろが ござい ます が、

現時 点に おきま して 本 案件は 交渉 中で ござい ます 。です ので 、原

則非 公開 として おり ま す。条 例の 中に ありま す不 当に害 する おそ

れが ある ものと いう こ とで、 交渉 中で ござい ます ので、 交渉 で相

手方 があ る中で 交渉 に 影響を 与え ない ために 、一 定の非 公開 の措

置を 取っ ており ます 。 そして 、塗 って いる部 分と いうよ りは 、公

開し た部 分につ いて で 御説明 申し 上げ ますが 、公 開しま した 部分

は市 長か ら答弁 した 部 分でご ざい ます ので、 その 部分に 限り 一部

公開をしたというところでございます。以上です。



○田村副議長 土光議員。

○土 光議 員 幾 ら答 弁 聞いて も、 情報 は市と 市民 の共有 財産 で原

則公 開と いう考 え方 、 具体的 に抵 触す る場合 とい うのは 第７ 条等

に規 定さ れて、 その 部 分は黒 塗り 。そ ういっ た考 え方に 沿っ て、

私は 正し い事務 処理 は 、幾ら 聞い ても 、行わ れて いると は思 えな

いということを申し上げておきます。

じゃあ、次……。

○田村副議長 項目替わりますか。

○土光議員 はい。

○田村副議長 じゃあ、よろしいですか。

それでは、暫時休憩いたします。

午後３時０１分 休憩

午後３時１８分 再開

○田 村副 議長 休憩 前 に引き 続き 会議 を開き 、市 政一般 に対 する

質問を続行いたします。

土光議員。

○土 光議 員 通 告で は 、島根 原子 力発 電所で 避難 計画に つい てお

聞き をし ていた ので す が、ち ょっ と質 問資料 を準 備して るほ うを

優先 して お聞き しま す ので、 次、 憩い の道の 借地 につい てに 移り

ます。

こ れも 質問資 料４ 番 を見て くだ さい 。憩い の道 という のは 、こ

の市 役所 の隣、 図書 館 があっ て、 その 隣、そ うい うとこ 。私 の資

料の 上っ 側、こ れは 担 当課か ら提 供い ただい て、 憩いの 道で 借地

部分 とい うのが ピン ク 色に塗 られ てい るとこ ろ、 ここが 借地 です

よと いう 、そう いう 状 況です 。こ れ借 地料は 年間 約 1,０ ０ ０ 万 円、



1,０ ０ ０ 万 円 を ち ょ っ と 超 え る ぐ ら い 、この ピン ク色の 全部 、借

地料 は 1,０ ０ ０ 万 円 超 え る と こ で す 。 私 は こ れは ちょっ と額 とし

て大 きい 、だか らち ゃ んと必 要性 を精 査して 、こ こも考 えて いか

ないといけないということで取り上げます。

こ の借 地部分 を下 で 改めて 分け まし た。借 地は 、１人 の地 主か

ら全 て借 りてい るわ け ではな くて 、３ 人の地 主か ら借り てい ます。

それ が、 手書き で白 い 部分、 青い 部分 、赤い 部分 、それ ぞれ 別の

方か ら借 りてい ます 。 特にこ の質 問で は赤い 部分 の借地 、こ こを

借地 して いるこ とに 関 して聞 いて いき ます。 総額 1,０ ０ ０ 万 円 ち

ょ っ と 、 1,０ ０ ０ 万 円 超 え る と 言 い ま し た が 、 こ の赤い 色部 分は

約６ ００ 万円で す。 こ こを借 地に して 、実際 は公 園、そ れこ そ憩

いの 場と して、 それ か ら植樹 帯、 そう いうふ うに 市はそ れを 使っ

ています。これの必要性を改めてお聞きします。

○田村副議長 伊達都市整備部長。

○伊 達都 市整備 部長 憩いの 道周 辺は 、米子 市役 所、本 庁で すね、

それ から 図書館 、美 術 館等の 公共 施設 が集中 して おると ころ でご

ざい まし て、そ の中 で 、広場 部分 を含 む憩い の道 は、公 共施 設の

利用 者の 休憩や 子ど も の遊び 場と して 利用さ れて おりま して 、中

心市 街地 の貴重 なオ ー プンス ペー スと して必 要だ という こと で考

えておるところでございます。

当 該借 地の米 子市 役 所有料 駐車 場側 は、図 書館 からこ ちら の合

同庁 舎ま での通 路と し ても利 用さ れて いるこ とか ら、必 要だ とい

うことで考えておるところでございます。以上です。

○田村副議長 土光議員。

○土 光議 員 ち ょっ と 最後の 部分 の意 味がよ く分 からな かっ た、



最後の部分の必要性。

○田村副議長 伊達都市整備部長。

○伊 達都 市整備 部長 図書館 、美 術館 から合 同庁 舎、国 の機 関と

か入 って おりま す合 同 庁舎で すね 、そ こに抜 ける 通路と して 利用

もさ れて いるこ とか ら 、必要 だと いう ことで 思っ ておる とこ ろで

ございます。以上です。

○田村副議長 土光議員。

○土 光議 員 こ れ年 間 ６００ 万円 かけ ても、 その 必要性 はち ゃん

と値するという認識でしょうか。

○田村副議長 伊達都市整備部長。

○伊達都市整備部長 そのとおりでございます。

○田村副議長 土光議員。

○土 光議 員 こ れは 私 の考え です が、 ここが もし なくて も、 そん

なに 決定 的に困 るよ う なこと はな い、 ここと いう のは赤 色の 部分

です 。以 前、６ 月議 会 のとき に、 ここ は通り 道だ からと いう 、今

ちら っと 通り道 だと い うふう に言 いま したが 、赤 い部分 がな くて

も通 り道 として は特 に 、本当 に困 るよ うなと こで はない ので はな

いか 。こ こをあ えて ６ ００万 円も かけ て維持 する 、する んな ら買

取り をす る、買 えな い んだっ たら 、も う市と して はここ は維 持し

ない 、そ ういっ た考 え があっ ても いい のでは ない かと思 いま すが、

いかがですか。

○田村副議長 伊達都市整備部長。

○伊 達都 市整備 部長 必要だ とい うこ とです ね、 土地所 有者 の方

とは 買取 り交渉 って い うのは 行っ てお るとこ ろで ござい ます が、

相手 方も あるこ とで 、 なかな かそ うい ったと ころ が成立 して いな



いと いう ところ で今 現 在借地 を継 続さ せてい ただ いてる とい うと

ころでございます。

○田村副議長 土光議員。

○土 光議 員 買 取り が できな いん だっ たら、 もう 借りな い。 これ

契約 は３ 年更新 にな る ので、 契約 終了 時に、 改め てもう 更新 しな

い。 それ は市の 判断 と して対 等に でき るとこ ろな ので、 そう いっ

た選 択肢 は私は あっ て もいい ので はな いか、 この 必要性 とい うの

は、 もう 一度き ちん と 精査し ない とい けない とい うふう に私 は思

いま すが 、６０ ０万 円 という と、 今議 会でも 困窮 家庭の エア コン

補助 、６ ００万 円で 十 分でき る、 そう いった 額だ という ふう に私

はち ょっ と頭に ちら っ と浮か んだ んで すが、 市長 はその 辺ど うい

うふうな認識でしょうか。

○田村副議長 伊木市長。

○伊 木市 長 先 ほど 都 市整備 部長 から 答弁し たと おりで ござ いま

す。 いろ いろ御 意見 、 御感想 はお あり だとい うふ うには 思い ます

けれ ども 、土光 議員 の 御意見 は承 りた いとい うふ うに思 いま すが、

先ほ ど部 長が答 弁し た とおり 、こ の市 役所利 用者 、ある いは 図書

館や 周辺 の公共 施設 を 利用さ れた 方に とりま して の一つ の休 憩場

所で あっ たりだ とか 、 文字ど おり 憩い の場所 とし て今使 って おり

ます ので 、過去 の経 過 からし ても 、こ れも必 要性 はある だろ うと

いう こと で、現 在、 こ れも部 長か らの 答弁ご ざい ました けど も、

買取り交渉自体はずっと続けているところでございます。

○田村副議長 土光議員。

○土 光議 員 私 は現 状 等を把 握し て、 ここの 必要 性、費 用対 効果

というのをきちっと精査すべきだと思います。



次 に行 きます 。次 は 、産廃 処分 場計 画地で 市有 地を提 供す ると

いう のは 市はず っと 前 から表 明し てい ますが 、売 却か貸 付け か。

この 前の 委員会 で市 は 売却を 選択 した 、選択 する という ふう に言

いま した 。これ に関 し て改め て私 は貸 付けか 売却 という のは 、そ

れぞ れに ついて 分析 を してみ まし た。 この売 却か 貸付け かに 関し

ては 、１ つは経 済的 な 視点、 ２つ は産 廃用地 、こ れ事業 期間 中の

運用 に関 して市 が担 保 、何ら かの 関与 ができ るか 、担保 がで きる

かと いう 視点、 それ か ら終了 した 後、 これ５ ０年 後にな りま すが、

跡地 利用 の視点 、こ の ３つで 考え てみ ると、 まず 、経済 的視 点で

いく と、 ここで 、私 の 質問資 料５ 番で 出して るの は、こ れは 事業

セン ター が詳細 に分 析 をした 数値 です 。事業 セン ターに よる と、

事業 セン ターは 借り る ほうで すが 、借 りると 借地 料は 3,４ ２ ３ 万

円 と い う ふ う に 試 算 を し て い ます 。根 拠はそ こに 書いて ます 。事

業セ ンタ ーの立 場で 、 買う場 合、 買取 り土地 代、 それか らい ろん

な税 金が かかり ます 。 そんな んも 全部 検討し てい ます。 この 中で、

市の これ が収入 とな る 部分を 黄色 で印 をして いま す。そ れぞ れ合

計額 は、 貸付け の場 合 は、４ ７年 間で 見ると 、市 の収入 は 3,４ ２

３ 万 円 、 売 却 す る と 1,８ ０ ０ 万 円 、 こ れ 固 定 資 産 税 も 含 め て とい

うふ うに 考える こと が できま す。 どっ ちがい いか 。この 視点 だけ

ではないですが。

そ れか ら２つ 目、 こ れもし 貸付 けを すると 、当 然賃貸 借契 約書

を結 びま す、あ くま で も市の 土地 です 、貸す とい う。貸 すと きに、

様々 な条 件を市 はつ け ようと 思っ たら つける こと ができ ます 。こ

の産 廃の 運用に 関し て 、市民 の安 全・ 安心を 守る 立場か ら、 市と

して 、要 は地主 とし て 何らか の条 件を 付すこ とが 貸付け なら でき



ます 。売 却だっ たら 、 もう市 は全 く関 係ない 第三 者です から 、何

もできません。

そ れか ら、私 が一 番 強調し たい のは 、跡地 利用 です。 ４７ 年後、

これ 環境 保全協 定書 に もあり ます 。事 業セン ター の意思 とし て、

これ は終 了後、 農地 と して利 用が でき ます。 その ために 、１ メー

トル 覆土 して、 土地 所 有者、 つま りこ れは貸 し付 けてる 所有 者で

す、 売却 すると 関係 な いです 。土 地所 有者に 返還 。つま り市 は、

市の 立場 でいく と、 ４ ７年後 、農 地と してこ の土 地は返 って くる

わけです。売却すると何にもなしです。

と いう ふうな のを 見 ると、 費用 だけ 見ると 貸付 けが有 利で 、市

長は いみ じくも 不動 産 業をや って るわ けじゃ ない 。それ は考 え方

とし ては そうだ と思 い ます。 でも 運用 とか、 特に 跡地利 用、 市有

地が 残り ます。 そう い った視 点か ら見 ると、 明ら かに貸 付け のほ

うが 市に とって メリ ッ トがあ るの では ないか とい うふう に私 は思

うのですが、見解をお伺いします。

○田村副議長 藤岡総務部長。

○藤 岡総 務部長 ま ず 、当該 市有 地に つきま して は、相 手方 から、

環境 管理 事業セ ンタ ー から買 取り の申 出があ った という こと でご

ざいます。

次 に、 この対 象地 で ござい ます が、 市とし て将 来的な 利活 用計

画が ない 遊休地 でご ざ いまし て、 本市 は、第 ５次 米子市 行財 政改

革大 綱に 掲げて おり ま すとお り、 遊休 地につ いて は売払 いを 原則

とし てお ります 。こ の ことか らも 、鑑 定評価 に基 づく適 正な 価格

によ り売 り払う 方向 で 事務を 進め るこ ととし たも のでご ざい ます。

そ して 、賃貸 借に つ いての 御意 見が ありま した が、ま ず、 遊休



地で ござ いまし て、 鑑 定評価 に基 づく 適正な 価格 により 売り 払う

方向 で事 務を進 めよ う として おり まし て、賃 貸借 と比較 する 考え

は持っておりません。

そ して 、跡地 利用 の お話が ござ いま したが 、５ ０年後 の跡 地利

用に つき まして は、 廃 止の段 階で 地権 者の意 向、 あるい は周 辺の

状況 、地 域の要 望に 配 慮して 利用 用途 を決定 する 旨を環 境管 理事

業センターから伺っているところでございます。

そ して 、市の 関与 に ついて の御 質問 も御意 見と してあ った かと

思い ます が、本 市は 、 この土 地に つき まして は、 環境保 全協 定書

を締 結し ており まし て 、保全 協定 書に 定めら れて おりま すと おり、

本市 の役 割とし まし て は、セ ンタ ーの 処分業 務に 伴い、 地域 の生

活環 境に 支障が 生じ て いない こと を確 認する とと もに、 関係 ６自

治会 にお ける本 協定 に 定める 権利 の行 使と、 その 他本市 に関 連す

る地 域振 興の実 施に 際 し、必 要に 応じ て支援 をす る、こ れが 役割

でご ざい ます。 です の で、土 地の 所有 の状況 のい かんに かか わら

ず、 本市 が果た すべ き 役割を 果た して いく考 えで ござい ます 。以

上です。

○田村副議長 土光議員。

○土光議員 そういった内容の話を委員会でもお聞きしました。

市 長に 私はお 聞き し たいで す。 この 私の売 却、 貸付け はこ うい

うふ うに 考えら れる 、 これを 見て 、市 長の率 直な 見解を お伺 いし

たいと思います。

○田村副議長 伊木市長。

○伊 木市 長 経 済的 視 点、そ の他 書か れてい ます けれど も、 これ

はま ず原 則的取 扱い と して、 我々 米子 市とい たし まして は、 遊休



地に つき まして は売 却 をかけ てい くと いうこ とで 、過去 にも ずっ

とこ の遊 休地の 台帳 に 載って るも の、 順次、 準備 が整っ たと ころ

から 売却 をかけ てき た という 経過 がご ざいま す。 仮に土 光議 員の

今回 のこ の件に つい て 正しい とす るな らば、 過去 に我々 が売 却を

した 遊休 地も同 じよ う に売れ る段 にな って、 やっ ぱり賃 貸の ほう

が有 利だ から、 これ は 売らず に賃 貸に するっ てい うこと を言 わな

けれ ばい けなく なっ て しまい ます 。し たがっ て、 我々の ポリ シー

とし て、 政策と して 一 貫性持 たす ため にも、 この ような 遊休 地に

つい ては 売却を して い くとい うこ とが 我々に とり まして は重 要な

ポイントだというふうに思います。

そ して 、ここ に書 か れてな いこ とが あると する ならば 、例 えば

こう した 遊休地 につ い ては、 全て 台帳 に記載 をし て、時 々や っぱ

り管 理状 況等に つい て も確認 をし てい かなけ れば いけま せん 。継

続的 に何 らかの 関わ り という もの を持 ってい くこ とが必 要に なっ

てま いる わけで ござ い ますけ れど も、 そうし た視 点から も、 やは

り市 とし て今後 使う 必 要のな い土 地に ついて は売 却をか ける とい

うこ とに は一定 の正 義 がある とい うふ うに思 って おりま す。 その

よう な理 由から 、こ れ はもう 部長 が繰 り返し 答弁 をして きた よう

に、 売却 をする とい う ことで 我々 は考 えを一 貫さ せてい ると いう

とこでございます。

○田村副議長 土光議員。

○土 光議 員 遊 休地 と いう言 い方 をし てます が、 センタ ー自 身は、

これ はセ ンター が言 っ てるこ とで す。 この環 境保 全協定 を結 ぶ頃

まで は、 今日の 資料 で も環境 保全 協定 第１４ 条第 ３項、 引用 して

いま すが 、この 条項 は 、セン ター は、 土地は 借り るもの とい う、



そう いっ た想定 をし た 文章で ある 。こ れはセ ンタ ー自身 がそ う言

って ます 。産廃 の事 業 計画書 も、 借り るとい う前 提で事 業計 画書

が出 てい ます。 つま り 、セン ター はず っと借 りた いとい うふ うに、

そう いう 意向を 表明 し ていま す。 これ 米子市 は把 握して いま した

か。

○田村副議長 藤岡総務部長。

○藤 岡総 務部長 セ ン ターの 計画 書に おいて 、セ ンター のお 考え

があ るこ とは承 知は し ており ます が、 市とし まし て、今 回土 地に

つき まし てセン ター の ほうか ら御 連絡 をいた だい た、相 手方 から

御連 絡を いただ いた の は、買 取り の申 出でご ざい ます。 以上 です。

○田村副議長 土光議員。

○土 光議 員 そ れ以 前 、セン ター は借 りたい 、買 取りの 正式 な文

書は 出て 、いつ だっ た っけ、 出て 、そ れ以前 は、 米子市 はセ ンタ

ーは 借り たいか 売っ て ほしい か、 そう いった 意向 は全く 何も 確認

とか把握はしていなかったんですか。

○田村副議長 藤岡総務部長。

○藤 岡総 務部長 土 地 の提供 につ きま しては 、令 和元年 ８月 の全

員協 議会 でも御 報告 、 御説明 した とお りでご ざい ます。 具体 の手

法に つき まして 、セ ン ターか らの お申 出は買 取り でお聞 きし てい

るところでございます。以上です。

○田村副議長 土光議員。

○土 光議 員 私 はそ の 辺の答 弁と いう か、非 常に 違和感 があ るん

です 。例 えばセ ンタ ー は、先 ほど 言い ました 、環 境保全 協定 書、

これ は結 ぶまで 、こ れ ３月２ ９日 、そ れまで は基 本的に 借り ると

いう 前提 でいろ いろ 計 画を話 して いた 。具体 的に 米子市 とも 、セ



ンタ ーは 借りた いと い う意向 で、 そう いった 協議 をして いる 文書

があ りま すよね 。例 え ば示す と、 昨年 の１２ 月２ ４日、 それ から

今年 の２ 月の１ ４日 か な、こ れ、 環境 政策課 名で 出てる 。そ んな

中で 、協 議の内 容が 書 いてま す。 セン ターは 借り たいと いう 意向

を示 して る、そ うい っ た文書 があ るん ですが 、そ の辺と 答弁 が非

常に私は、食い違って、違和感があります。説明できますか。

○田村副議長 藤岡総務部長。

○藤 岡総 務部長 １ ２ 月から 具体 的な 協議に 入っ たもの と承 知を

して おり ます。 元の 計 画が借 入れ とい うこと でつ くって いら っし

ゃっ たの で、そ れに つ いての 当初 の考 え方を 説明 された もの と、

協議 の中 でそう いう こ とをお っし ゃっ たので はな いかと 考え ます。

ただ 、具 体的に 今回 の 土地を どう する かにつ きま しての 申入 れは、

買取 りの 申出を いた だ いてる とい うこ とでご ざい ます。 以上 です。

○田村副議長 土光議員。

○土 光議 員 も う一 つ の違和 感が あり ます。 米子 市は、 遊休 地は

売る のが 原則、 ここ は 遊休地 だ、 もう それは ずっ とした 、一 貫し

た米 子市 の考え 方だ と いうふ うに 今言 いまし た。 ただ、 市有 地の

提供 の仕 方でず っと こ れまで 、セ ンタ ーの買 取り 依頼が ある まで

は、 売る とも買 うと も 全く白 紙だ とい う、そ うい う説明 をし てい

ます 。遊 休地を 売却 す るいう 市の 方針 がちゃ んと あるん だっ たら、

セン ター が買取 りを 希 望しよ うが 売る という のは 、もう それ 以前

に方 針で 決まっ てい る はずだ けど 、議 会等で は一 切その こと は触

れず に、 白紙と いう 言 い方を ずっ と通 してい まし た。非 常に 違和

感があります。それについて説明していただけますか。

○田村副議長 藤岡総務部長。



○藤 岡総 務部長 こ の 案件に つき まし ては、 まず 、相手 方の ある

お話 でご ざいま して 、 相手方 から 買取 りの申 出が あった 、こ れに

対し て市 は対応 をす る という こと でご ざいま す。 申出が あっ た時

点に おき まして 、こ の 土地の 状況 を改 めて確 認し まして 、市 とし

て、 行政 として 将来 の 利活用 のな い遊 休地で ある ことか ら、 そし

て第 ５次 行革大 綱に 掲 げてお りま すと おり、 遊休 地につ いて は売

払い を原 則とし てい る 、この 原則 に鑑 みまし て、 鑑定評 価に 基づ

く適 正な 価格に より 売 り払う 方向 で事 務を進 める ことと した もの

でございます。以上です。

○田村副議長 土光議員。

○土 光議 員 遊 休地 と いう言 い方 も違 和感が あり ます。 ５０ 年後

は農地で戻ってくる、そのことを指摘しておきます。

終わります。


